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保
険
料
を
追
納
す
る
こ
と
に
よ
り
、

免
除
・
猶
予
を
受
け
ず
に
納
め
て
い

た
方
と
同
じ
よ
う
に
年
金
額
が
計
算

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
免
除
・
納
付

猶
予
を
受
け
て
か
ら
３
年
度
目
以
降

に
追
納
す
る
と
、
当
時
の
保
険
料
に

　
保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け
た
期
間
で
10
年
以
内
の
期

間
は
、
保
険
料
を
「
追
納
」
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
納
付
書
の
発
行
依

頼
は
年
金
事
務
所
ま
た
は
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
へ
お
願
い
し
ま
す
。

年
金
額
を
満
額
に
近
づ
け
る
た
め

「
追
納
」
を
お
す
す
め
し
ま
す
！

年
金

加
算
金
が
つ
き
ま
す
。

■
問
合
せ 

千
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務
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医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
、
保
険
証
を
正
し
く
使
用
し
な
い
と
自
己
負

担
額
が
一
時
多
く
掛
か
っ
た
り
、
保
険
が
利
用
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
使
用
前
に
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
証
の
使
用

正
し
く
で
き
て
い
ま
す
か
？

国
保

　
確
認
ポ
イ
ン
ト

○
保
険
証
の
有
効
期
間
は
？

　
有
効
期
限
を
経
過
し
た
保
険
証
は

使
用
で
き
ま
せ
ん
。
新
し
い
保
険
証

の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

○ 

社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
ま

せ
ん
か
？

　
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
場
合
、

国
保
資
格
の
喪
失
手
続
き
が
必
要
で

す
。
会
社
な
ど
の
保
険
に
加
入
後
、

社
会
保
険
証
が
交
付
さ
れ
な
い
か
ら

と
い
っ
て
国
保
の
保
険
証
を
使
用
し

て
し
ま
う
と
、
保
険
分
を
返
還
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※	

国
保
資
格
は
社
会
保
険
加
入
時
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
喪
失
さ
れ
ま
す
。

○ 

交
通
事
故
や
第
三
者
か
ら
の
受
傷

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
か
ら
傷

病
を
受
け
国
民
健
康
保
険
を
利
用
し

て
受
診
す
る
際
に
は
届
け
出
が
必
要

で
す
。
医
療
機
関
を
受
診
す
る
前
に

国
保
年
金
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
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国
保
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金
係 

☎
77
‐
３
９
１
３

問

○ 

仕
事
上
の
病
気
や
け
が
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？

　
労
災
保
険
の
対
象
と
な
る
た
め
、

国
保
の
保
険
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

○ 

高
額
療
養
費
の
申
請
は
お
済
み
で

す
か
？

　
医
療
費
の
自
己
負
担
が
高
額
に

な
っ
た
と
き
、
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
分
は
高
額
療
養
費
と
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る
方
に
は
受

診
か
ら
約
２
～
３
カ
月
後
に
通
知
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
国
保
年
金
係
窓

口
で
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。
申
請

の
際
は
領
収
書
が
必
要
で
す
。

　
確
定
申
告
は
忘
れ
ず
に
！
！

　
国
保
税
の
算
定
や
、
高
齢
者
の
医

療
の
負
担
割
合
、
高
額
療
養
費
の
自

己
負
担
限
度
額
な
ど
は
申
告
情
報
を

も
と
に
決
定
さ
れ
ま
す
。
所
得
の
申

告
は
必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※	

収
入
が
無
く
、
ど
な
た
の
扶
養
に

も
な
っ
て
い
な
い
方
は
、
住
民
税

の
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

■ 平成29年3月末日までに追納する場合の1カ月分
の保険料額（月分）

注）追納は、古い年月の分から順に納めることになっています。

年　　度
全額免除
納付猶予

学生納付特例

4分の3免除 半額免除 4分の1免除

Ｈ18年度分 15,000円 11,240円 7,500円 3,740円

Ｈ19年度分 15,030円 11,270円 7,520円 3,750円

Ｈ20年度分 15,140円 11,360円 7,570円 3,780円

Ｈ21年度分 15,230円 11,420円 7,620円 3,800円

Ｈ22年度分 15,490円 11,610円 7,750円 3,870円

Ｈ23年度分 15,280円 11,450円 7,640円 3,810円

Ｈ24年度分 15,130円 11,340円 7,560円 3,780円

Ｈ25年度分 15,100円 11,330円 7,550円 3,780円

Ｈ26年度分
15,250円 11,440円 7,620円 3,810円

Ｈ27年度分
15,590円 11,690円 7,790円 3,900円

（4分の1納付） （4分の3納付）（半額納付）

（追納加算額なし）

（追納加算額なし）
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町
保
健
推
進
員
協
議
会
は
、
健
康

づ
く
り
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
学

び
、
自
分
や
家
族
、
地
域
の
皆
さ
ん

の
健
康
づ
く
り
を
す
す
め
る
た
め
の

活
動
を
行
う
団
体
で
す
。

　
料
理
や
運
動
に
興
味
の
あ
る
方
、

ボ
ラ
ン
テ
�
ア
活
動
を
通
し
て
仲
間

づ
く
り
を
し
た
い
方
な
ど
、
一
緒
に

健
康
づ
く
り
の
輪
を
広
げ
て
い
た
だ

け
る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■ 

対
象
　
健
康
づ
く
り
に
興
味
が
あ

り
、
不
定
期
に
活
動
し
て
い
た
だ

　
現
在
、
町
で
は
25
名
の
保
健
推
進
員
が
町
長
か
ら
の
委
嘱
を
受
け
て
活

動
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
た
び
、
平
成
29
年
度
か
ら
一
緒
に
活
動
し
て
く

だ
さ
る
新
し
い
仲
間
を
募
集
し
ま
す
。

保
健
推
進
員
募
集

健
康
づ
く
り
の
輪
を
広
げ
ま
せ
ん
か
？

保
健

け
る
方

■ 

活
動
期
間
　
平
成
29
年
4
月
～
平

成
31
年
3
月
ま
で
の
2
年
間
（
再

任
あ
り
）

■
活
動
内
容
　

・	

健
康
づ
く
り
や
食
育
に
関
す
る
教

室
の
開
催

・
保
健
セ
ン
タ
ー
事
業
へ
の
協
力

・	

運
動
や
栄
養
に
関
す
る
研
修
会
へ

の
参
加

■
募
集
期
間
　
3
月
24
日
㈮
ま
で

■ 

申
込
み
　
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　「
口
座
振
替
に
よ
る
納
税
」
は
、
金
融
機
関
に
出
掛
け
な
く
て
も
、
自

動
的
に
納
税
が
完
了
し
ま
す
。
町
税
の
納
税
に
は
、便
利
な
「
口
座
振
替
」

を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

町
税
は
口
座
振
替
で

自
動
で
簡
単
引
き
落
と
し

納
税

■
口
座
振
替
の
特
徴

　
町
税
の
納
税
は
、
ご
指
定
の
金
融

機
関
の
預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
的
に

納
税
が
行
わ
れ
る
﹁
口
座
振
替
に
よ

る
納
税
﹂
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
口
座
振
替
に
よ
る
納
税
を
利
用
す

る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
金
融
機
関
に
出
掛

け
て
納
付
す
る
必
要
が
な
く
な
る
な

ど
大
変
便
利
で
す
。

　
一
度
手
続
き
を
す
る
と
、
自
動
的

に
更
新
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
相
続

な
ど
に
よ
り
所
有
者
が
変
更
に
な
っ

た
場
合
な
ど
は
、
再
度
手
続
き
が
必

要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
は
お
早
め
に

　
口
座
振
替
依
頼
書
に
住
所
、
氏
名
、

金
融
機
関
名
、
預
貯
金
口
座
名
な
ど

を
記
入
し
、
預
貯
金
通
帳
に
使
用
し

て
い
る
印
鑑
を
押
し
て
、
取
扱
金
融

機
関
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
口
座
振
替
依
頼
書

　
町
内
の
金
融
機
関
の
窓
口
に
備
え

付
け
て
あ
る
依
頼
書
を
ご
利
用
に
な

保
健
セ
ン
タ
ー 

☎
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１
８
９
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問

町
民
税
務
課 

収
税
係 

☎
77
‐
３
９
１
６

問

る
か
、
町
民
税
務
課
収
税
係
へ
ご
連

絡
い
た
だ
け
れ
ば
郵
送
し
ま
す
。

※	

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
で
の
口
座
振
替
を

ご
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
窓
口
備
え
付
け
の
依
頼

書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
取
扱
金
融
機
関

　
千
葉
銀
行
、
山
武
郡
市
農
業
協
同

組
合
、
千
葉
信
用
金
庫
、
京
葉
銀
行
、

千
葉
興
業
銀
行
、
み
ず
ほ
銀
行
、
三

井
住
友
銀
行
、
銚
子
信
用
金
庫
、
中

央
労
働
金
庫
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

副町長の退任
について

固定資産評価審査
委員会委員が就任

　平成25年1月1日から芝山町副町

長に就任していた轟孝雄副町長が

任期満了に伴い、平成28年12月31日

付けで退任しました。

　12月20日で任期満了となった芝

山町固定資産評価審査委員会委員

に、岩澤良昭さんが再任しました。

　 総務課 行政係　☎77-３９０１問

　 総務課 行政係　☎77-３９０１問

Ⓒ芝山町 2013




